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参考：「『表現の自由』と『傷つける言葉』」（『なかまとともに 高等学校』奈良県教育委員会）



【考えよう】

○ Ａ～Ｄのような経験をしたことがありますか。

（されたことがある、したことがある、このような場面を見たことがある）

※「いつ」「どんなとき」「誰にした（された）か」など、思い出してみましょう。

○ 「相手の心を傷付けるような言葉」「相手の権利を侵害するような言葉」について、以下の

ようなことを考えながら、話し合ってみましょう。

○ 『子どもの権利条約』では、子どもには

「表現の自由」という権利があるとしてい

ます。「表現の自由」について考えてみま

しょう。

この活動を通して、どんなことを学びましたか。

（ ）年（ ）組 名前（ ）

・それらの言葉には、どんな特徴がありますか。

・相手を傷付けたり、相手の権利を侵害したりすると分かっていながら、そのような言

葉を使ってしまったことはありますか。

・相手を傷付けたり、相手の権利を侵害したりするような言葉ではなくても、相手に苦

痛を与えてしまうことはありませんか。

子どもの権利条約
第13条【表現の自由】
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考

えを伝える権利、知る権利をもっています。た
だし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。

（出典：公益財団法人 日本ユニセフ協会）


